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社会福祉法人 美明会 

社会就労センター梨花 

就労継続支援 B型事業所 

利用料金表 

①利用料（基本サービス）※１日あたり 

項目 要件 単位数 利用料 利用者負担額 

就労継続支援 B型サ

ービス費（Ⅰ） 

6：1 

定員 21 人以上

40 人以下 

平均工賃月額が 1 万円未満

の場合 526 単位 5.260 円 526 円 

 

②利用料（加算） 

項目 要件 単位数 利用料 利用者負担額 

重度者支援体制加算

（Ⅱ） 

前年度の障害基礎年金１級受

給者数が、当該年度の利用者

数の 25％以上 50％未満の場

合に算定 

定員 

21 人以上 

40 人以下 

25 単位/日 250 円/日 25 円/日 

初期加算 利用開始日から起算して 30 日以内の期間に

ついて算定 
30 単位/日 300 円/日 30 円/日 

訪問支援特別加算 継続して利用する利用者が連

続して５日間利用しなかった

ときに、職員が居宅を訪問し

て相談援助を行った場合に算

定（月２回まで） 

所要時間が

１時間未満 
187 単位/回 1,870 円/回 187 円/回 

所要時間が

１時間以上 280 単位/回 2,800 円/回 280 円/回 

欠席時対応加算 利用者が急病等により利用を中止した際に、

連絡調整や相談援助を行った場合に算定（月

４回まで） 

94 単位/回 940 円/回 94 円/回 

目標工賃達成指導員

配置加算 

目標工賃達成指導員を常勤換

算方法で１人以上配置し、職

業指導員及び生活支援員の総

数が常勤換算方法で 7.5 対１

以上、かつ当該目標工賃達成

指導員、職業指導員及び生活

支援員の総数が常勤換算方法

で６対１以上をもって、目標

工賃の達成に向けた取り組み

を行う場合に算定 

定員 

21 人以上 

40 人以下 

40 単位/日 400 円/日 40 円/日 

利用者負担上限額管

理加算 

事業所が利用者負担額合計額の管理を行った

場合に算定 
150 単位/回 1,500 円/回 150 円/回 
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食事提供体制加算 収入が一定額以下の利用者に対して、事業所

が食事を提供した場合に算定 
30 単位/日 300 円/日 30 円/日 

送迎加算（Ⅰ） 

 

１回の送迎につき平均 10 人以上が利用し、か

つ、週３回以上の送迎を実施している場合に

算定 

21 単位/回 210 円/回 21 円/回 

障害福祉サービスの

体験利用支援加算

(Ⅰ) 

障害福祉サービス事業の体験利用を行った場

合に算定（体験的な利用を開始した日から起

算して 5 日以内） 

500 単位/日 5,000 円/日 500 円/日 

障害福祉サービスの

体験利用支援加算

(Ⅱ) 

障害福祉サービス事業の体験利用を行った場

合に算定（体験的な利用を開始した日から起

算して 6 日以上 15 日以内） 

250 単位/日 2,500 円/日 250 円/日 

福祉・介護職員処遇

改善加算（Ⅱ） 

加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善

を行っている等の他、キャリアパス要件Ⅰ～

Ⅲの全て及び職場環境等要件を満たす場合に

算定 

所定単位の９．１％を加算 

 


